
 

 

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する共同実施の覚書 

 

東京都情報サービス産業健康保険組合（以下「ＴＪＫ」）と          

                 （以下「事業所」）は「ＴＪＫもしくは事

業所」が実施する「予防接種法」に基づく新型コロナウイルス感染症に係る予防

接種に関する共同実施について以下の通り、覚書を取り交わすこととする。 

 

１．目的 

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種は、被保険者および被扶養者等の新

型コロナウイルス感染症を防ぎ、その安心・安全と健康維持を図るとともに、社

会全体の接種率の向上、集団免疫の早期獲得による感染症のまん延防止をめざ

すことを目的とする。 

 

２．役割・補助内容 

上記目的を達成する為、「ＴＪＫ」及び「事業所」は連携・協力のもと、事業所

で実施することを下記の通り定める。 

＜事業所＞ 

（１）医師・看護師等の医療従事者、接種会場の設営・運営を担う事務スタッフ

等、必要な人員の確保 

（２）接種会場や会場設営に必要な備品等の確保 

＜ＴＪＫ＞ 

（１）新型コロナワクチン接種補助金申請書（別紙）にもとづき、接種１回あた

り４，０００円を上限に補助金を支給する。（接種費用が補助金限度額を

下回る場合は実費を支給する） 

※支給対象者は接種日時点でＴＪＫの資格を有する被保険者および被扶 

養者とする。 

 

３．留意事項 

利用目的を新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に限定し、接種遂行上に

必要最低限の情報を「ＴＪＫ」及び「事業所」で共有することとする。また、そ

の際の取扱いについては、個人情報保護法等の関連法や各々の規定に基づきＴ

ＪＫホームページ等にて公表する。なお、本覚書に定めのない事項については、

双方協議の上、別途定める。 

 

４．費用負担 

「ＴＪＫ」及び「事業所」は、本事業にかかる収入、費用負担等について以下の

とおり定める。 

（１）医師・看護師等の医療従事者等必要な人員確保、会場費については事業所

が負担する。 

（２）自治体から受け取る負担金については、事業所が収受する。 



 

 

５．その他 

「ＴＪＫ」及び「事業所」は、本覚書を証とするため、２通作成し双方記名の上、

各１通を所持する。 

 

本覚書は令和  年   月   日より令和   年   月   日まで有効とする。 

令和   年   月   日  

 

事業所名                   東京都情報サービス産業健康保険組合      印 印 


